
 

高額かつ長期（高額難病治療継続者） 

◆指定難病の医療費が基準を超える場合に、負担上限月額を減額する制度があります。 

階層 

区分 
階層区分の基準 

負担上限月額 

一般 
高額かつ 

長期 

人工呼吸器 

等装着者 

生活保護 ― 0 0 0 

低所得Ⅰ 市・県民税非課税 

（世帯） 

本 人 年 収 ～ 8 0 万 9 千 円 2,500 2,500 

1,000 

低所得Ⅱ 本 人 年 収 8 0 万 9 千 円 超 5,000 5,000 

一般所得Ⅰ 
市 ・ 県 民 税 

課 税 

（ 世 帯 ） 

市県民税

所得割額 

7万 1千円未満 10,000 5,000 

一般所得Ⅱ 7 万 1 千 円 ～ 2 5 万 1 千 円 未 満 20,000 10,000 

上位所得 25万 1千円～ 30,000 20,000 

入院時の食費 全額自己負担（※生活保護は自己負担なし） 

 

 

◆「高額かつ長期の基準」を満たしている方が、申請することができます。 

＜高額かつ長期の基準＞（Ⅰ～Ⅲの全てに該当） 

Ⅰ 申請を行う日が属する月以前の 12か月間（支給認定期間内に限る）に、 

Ⅱ 医療費総額（特定医療費又は小児慢性特定疾病医療費が対象、 

保険適用前 10割の金額）が 50,000円を超える月が、 

Ⅲ ６月以上（連続していなくても可）ある場合 

 

申請月の翌月（申請日が月初日の場合は当月）から負担上限月額が軽減される。 

 

 

◇対象期間の例 

 令 和 ７ 年  令 和 ８ 年  

月 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

 
  

 
              

  
 

 

 

  

◆申請に必要なもの 

（１） 特定医療費（指定難病）支給認定申請書（様式第１号） 

（２） 該当する月の負担上限月額管理票のコピー ※１ 

（３） 特定医療費（指定難病）受給者証 ※２ 

※１ 負担上限月額管理票に記載のない医療費がある場合は、「特定医療費（指定難病）証明書（様式第 21 号）」又は「医

療費申告書（様式第３号）＋領収書等のコピー」を提出してください。なお、領収書等は、診療点数等の記載があり、

指定難病でかかった医療費が確認できるものに限ります。 

※２ 加入している公的医療保険や支給認定基準世帯員に変更がある場合、別途、変更手続きのため公的医療保険確

認書類や課税証明書の提出が必要となることがありますので、事前にお問合せください。 

申請 

支給認定期間 

この期間で 50,000 円を超える月が６月以上 

支給認定期間 

自己負担の軽減 


